
 

 

監査結果公表第１９－２５号 
 
 
 

随時監査（工事監査）の結果の公表について 
 
 
地方自治法第１９９条第５項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第９項 

及び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 
 
 
平成２０年３月２７日 
 

八 尾 市 監 査 委 員 冨 永 峰 男 

同      浜 田 澄 子 

同      内 藤 耕 一 

八尾市監査委員職務執行者 北 山 諒 一 
 
 
 

 
 

記 

 
 
１ 随時監査（工事監査）対象工事 

第６回工事監査 

    太田第２公園整備工事 

 

２ 監査の結果 

   別紙のとおり 

 
３ 問合せ先 

八尾市本町一丁目１番１号  

八尾市監査事務局 

電話番号 072－924－3896（直通） 

 
４ その他 

監査結果については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。  



 

 

監査報告第１９－１６号 

平成２０年３月２７日 

 

八 尾 市 長  田 中 誠 太 様 

八尾市議会議長  小 林  貢 様 

 

八 尾 市 監 査 委 員   冨 永 峰 男 

同       浜 田 澄 子 

同       内 藤 耕 一 

八尾市監査委員職務執行者 北 山 諒 一 

 

随 時 監 査 結 果 報 告 書 

 

 

地方自治法第１９９条第５項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条

第９項の規定により提出する。 

 

記 

 

１ 監査の実施日及び対象工事 

第６回工事監査 

     実 施 日  平成２０年１月１８日 

対象工事  太田第２公園整備工事 

   

２ 監査の目的及び着眼点 

     工事が、関係法令等に従って適正かつ合理的に行われているかを主眼として、関係図書類及び

現地での施工状況を審査し、また担当職員から説明を聴取するなどの方法で実施した。 

    なお、実施にあたっては、協同組合 総合技術士連合に委託し、同連合技術士作成の工事技術

調査報告書を参考にした。 

 

３ 監査の結果 

工事の実施について、契約関係書類及び設計図書等の処理並びに工事施工管理及び現場施工状

況は、おおむね適正に執行されていたが、一部の事項について、注意、検討又は改善を要するも

のが見受けられた。 

今後は、これらに十分留意されるとともに、当該監査の結果に基づき又は結果を参考として改

善措置を講じたときは、その旨を通知されたい。 



 

 

第６回工事監査  （監査実施日：平成２０年１月１８日） 

【みどり課】太田第２公園整備工事 

１ 工事の概要 

(1) 工事場所：八尾市太田二丁目地内 
(2) 工事目的：公園の機能としては、地域を中心としたレクリエーションの場の提供・自然の供給、

また、付随して副次的・複合的機能もあり、市民の福祉の向上及び健康増進を目的

とし整備を行う。 

また、当地区は、広域避難地である八尾空港周辺の大規模なオープンスペースを

有する地区であり、災害に強いまちづくりの一環として、一時避難地、緊急避難場

所等の機能を持つ公園を整備する。 

(3) 工事内容： 

       基盤整備工  一式 

         高木植栽工  Ｎ＝   ３８本 

         中低木植栽工  Ｎ＝２，９５０本 

         地被類植栽工  Ｎ＝５，７６７鉢 

         樹木養生工  Ａ＝  ３０３ｍ２

       施設整備工  一式 

         園路広場整備工  Ａ＝１，３８５．９ｍ２

       園路縁石工  一式 

       遊戯施設整備工  一式 

         ブランコ  Ｎ＝  １基 

         スプリング遊具  Ｎ＝  ３基 

         複合遊具  Ｎ＝  １基 

         健康遊具施設  Ｎ＝  ２基 

         安全マット   Ｎ＝ ７箇所 

       サービス施設整備工  一式 

       管理施設整備工  一式 

       建築施設組立設置工  一式 

 

(4) 工 事 費 : 請負金額 48,195,000 円（落札率 67.9%） 

(5) 工事期間：平成 19 年 9 月 27 日 ～ 平成 20 年 2 月 29 日 

(6) 施工業者：㈱庭樹園 八尾支店  

２ 監査の結果 
平成１９年１２月３１日現在における本工事の出来高は約 35％であり、排水施設工、周辺フエン

ス及び建物の基礎並びに園路路盤工事が行われている状況であった。 
工事については、計画工程に基づき順調に施工されており、特に指摘すべき事項は見られなかっ

たが、下記の事項について留意、検討又は改善が望まれるものが見受けられた。 
(1) 設計について 

西側入り口２箇所については、水路を占用する形態であり、八尾市法定外公共物管理条例に基



 

 

づき協議し同意を得る必要があるが当該文書が作成されていなかったので、速やかに作成された

い。 
(2)  第三者損害賠償保険について 

工事発注者の責任に関わる面から、工事施工中に第三者災害が発生した場合などのため、請負

業者が工事保険に加入していることを確認し、未加入の場合加入を働きかけておくことが望まし

い。 

(3) 施工計画書について 

共通仕様書で定めた事項等が網羅されていないので、施工上の重要事項を確認できるよう、そ

れらの内容を確認し指導されたい。 

(4) 土壌改良剤の選定について  
土壌改良方法の選定を薬剤メーカーに委託し、その結果の提案をそのまま採用しているが、市

としても当該薬剤の効果とリスクについて検証しておくことが必要である。 
 

 


